
福山市課題解決実証実験推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福山市の課題（以下「課題」という。）の解決に資する企業や研究機

関等によるソリューションの実証実験等について、市が予算の範囲内でその費用の一部

を補助することにより、新たな技術やサービスを活用する企業や研究機関等のチャレン

ジを促し、課題の解決につなげることを目的に、福山市課題解決実証実験推進事業補助金

の交付について、福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) ソリューション AI・IoT・ロボットなどの先端技術やデジタル技術を用いて課題を

解決する方法  

(2) 実証実験等 福山市内において実施されるソリューションの実証実験や社会実験

（PoC（概念実証）、PoV（価値実証）及び PoB（ビジネス実証）等） 

 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象とする者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 株式会社、ＮＰＯ法人、一般財団法人、一般社団法人その他法人格を有する者である

こと 

(2) 課題の解決に資するソリューションを有し、かつ、実証実験等を実施できる者である

こと。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項第２号及び第３

号の規定に該当しない者であること。 

(4) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っている者（再

生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

(5) 市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

(6) 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

(7) 福山市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第１号から第３号の規定に

該当しない者であること。 

 

（補助対象事業） 



第４条 補助の対象とする事業は、課題の解決に資する実証実験等であって、実証実験等の

終了後に実装が見込まれるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に

掲げる経費とする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くも

のとする。 

(1) 謝金 

(2) 旅費 

(3) 施設・機器等の使用料・賃借料 

(4) 消耗品費 

(5) 機器運搬費 

(6) 安全対策費 

(7) 委託・外注費 

(8) その他市長が必要と認めた経費 

 

（補助期間） 

第６条 補助期間は、補助金の交付の決定を受けた日から、当該交付の決定を受けた日の属

する年度の２月末日までとする。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２とし、２００万円を上限とする。この場合

において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（応募） 

第８条 補助対象事業の採択を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を、別に定める

日までに市長へ提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第１号） 

(2) 収支予算書（様式第２号） 

(3) その他市長が必要と認めた書類 

 

（審査等） 

第９条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、採択又

は不採択の決定をするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する事業は、本事業の採択を受けるこ

とができない。 



(1) 実証実験等の実施の可能性が低いもの（事業の具体的な内容が決まっていない、連携

企業の合意が得られていない等） 

(2) 実証実験等の実施によって、他者に被害を及ぼす可能性が高いもの 

(3) その他市長が支援することが適当でないと認めるもの 

３ 市長は、第１項に規定による採択又は不採択の決定にあたり、必要があると認めるとき

は、客観的及び専門的知見を有する者に対し、意見を求めることができる。 

４ 市長は、第 1 項に規定により採択又は不採択の決定をしたときは、採択通知書（様式第

３号）又は不採択通知書（様式第４号）により、当該事業計画を提出した者へ通知するも

のとする。 

 

（採択事業への支援） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により採択された事業に対し、必要と認めたときは、

次の各号に掲げる支援の一部又は全部を実施することができる。 

(1) 広報 市の広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用したＰＲ 

(2) 必要な場所、機会及び情報の提供 公共施設等の場所、公共イベント等の機会及び市

が保有するデータ等の提供 

(3) 地域や関係団体等との調整 地域や関係団体等のステークホルダーとの調整 

(4) 行政手続の支援 警察、国、県及び市等に必要な行政手続の支援 

(5) その他 その他市長が必要と認めたもの 

 

（交付申請及び決定） 

第１１条 第９条第１項の規定により採択の決定を受けた者であって、補助金の交付を受

けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる書類を、別に定める日

までに市長に提出しなければならない。 

(1) 補助金交付申請書（様式第５号） 

(2) 事業計画書（様式第１号） 

(3) 収支予算書（様式第２号） 

(4) その他市長が必要と認めた書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、前項第２号から第４号に規定する書類について、

第９条の規定により提出した書類と変更がないときは、提出を省略することができる。 

３ 市長は、第１項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の

交付又は不交付の決定をするものとする。 

４ 市長は、前項の規定による交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。 

５ 市長は、第３項に規定により交付又は不交付の決定をしたときは、交付決定通知書（様

式第６号）又は不交付決定通知書（様式第７号）により、申請者に通知するものとする。 

 



（変更等の承認） 

第１２条 前条第３項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、あらかじ

め、次の各号に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、

事業内容や既に交付の決定を受けた補助金の額（以下「交付決定額」という。）に変更が

なく、かつ、補助対象経費の増減が２０パーセント以内である場合は、この限りでない。 

(1) 事業計画変更承認申請書（様式第８号） 

(2) 事業計画書（様式第１号） 

(3) 収支予算書（様式第２号） 

(4) その他市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、変更の承認

又は不承認の決定をするものとする。 

３ 市長は、前項の規定により変更の承認又は不承認の決定をしたときは、事業計画変更承

認通知書（様式第９号）又は事業計画変更不承認通知書（様式第１０号）により、補助事

業者に通知するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による変更の承認の決定を受けて、交付決定額の減額が必要とな

ったときは、交付決定額を減額することができる。 

５ 事業計画の変更により補助対象経費の増額があったときの補助金の額は、交付決定額

を上限とする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１３条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、

事業中止・廃止承認申請書（様式第１１号）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、中止又は廃

止の承認を決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により中止又は廃止の承認を決定したときは、事業中止・廃止承認

通知書（様式第１２号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第１４条 市長は、補助事業者に対し、随時補助事業の遂行状況の報告を求めることができ

るものとする。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助

金の交付の決定を受けた日の属する年度の２月２８日のいずれか早い日までに、次の各



号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(1) 実績報告書（様式第１３号） 

(2) 事業実績書（様式第１４号） 

(2) 収支決算書（様式第１５号） 

(3) 経費明細書（様式第１６号） 

(3) 事業に係る経費の領収書等の写し 

(4) その他市長が必要と認めた書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第１６条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、交付額確定通知書（様式第１７号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

 

（補助金の支払） 

第１７条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長

に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１８条 市長は、補助事業者が次の各号に掲げるもののいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 (1) この要綱、規則及び交付決定通知書（様式第６号）に付した条件に違反したとき。 

 (2) この要綱により市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。 

 (3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めたと

き。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交

付決定（全部・一部）取消通知書（様式第１８号）により補助事業者に通知するものとす

る。 

３ 前２項の規定は、当該補助事業について第１６条の規定による交付すべき補助金の額

の確定があった後においても適用する。 

４ 市長は、第１項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者であった者に対し、期限を定めてそ

の返還を命じるものとする。 

 



（帳簿等の保管） 

第１９条 補助事業者は、補助事業の経理について金銭出納簿その他帳簿を備えるととも

に、その内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにして

おかなければならない。 

２ 前項の規定による帳簿等は、補助事業終了の翌年度から起算して５年間保管しなけれ

ばならない。 

 

（成果等の発表） 

第２０条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果等について、補助事業者に

発表を求めることができるものとする。 

２ 補助事業者は、前項に規定による発表の求めがあったときは、これに応じるよう努めな

ければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の成果等について発表するときは、この要綱に基づく補助金の

交付を受けたことを明示するものとする。 

 

（帳票） 

第２１条 第６条に定める事業計画書その他この要綱に定める帳票は、市長が別に定める

様式による。 

 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、２０２３年（令和５年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

 


